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児童手当の現況届
児童手当を受給している人は、６月

分以降の同手当を受給するために現況
届の提出が必要です。対象者には６月
初旬に現況届の申請用紙を郵送します。
必要事項を書いて提出してください。

提出期限　6月３０日㈭　

▶公務員の人は勤務先での手続きにな
ります。
▶申請期限を過ぎても提出できますが、

手当の振り込みが遅れる場合があり
ます。

▶単身赴任など子どもと別居している
人や平成 28 年１月２日以降に彦根
市に転入した人は、他に必要な提出
書類があります。詳しくは郵送する
現況届の案内用紙を確認してくださ
い。

提出場所　 保険年金課、支所・各出
張所

※郵送で提出する場合は、同封の返送
用封筒を利用してください。

問い合わせ先　 保険年金課☎ 30-
6136、FAX22-1398

７
月
か
ら
彦
根
駅
東
口
の

自
転
車
等
放
置
禁
止
区
域

を
拡
大
し
ま
す

　　　　　　　　　　　　　　　　　
口市
交
通
対
策
課　

自
転
車
な
ど
の
放
置
は
、
良
好

な
都
市
景
観
を
損
な
う
ば
か
り
で

は
な
く
、
歩
行
の
妨
げ
に
な
り
ま

す
。
自
転
車
等
放
置
禁
止
区
域
内

で
放
置
さ
れ
た
自
転
車
・
原
動
機

付
自
転
車
は
撤
去
・
移
動
の
対
象

に
な
り
ま
す
。

返
還
場
所　

彦
根
市
放
置
自
転
車

保
管
所（
小
泉
町　

ひ
こ
ね
燦
ぱ
れ

す
横
）

日
時　

毎
週
火
・
金
・
日
曜
日
い

ず
れ
も
午
後
３
時
〜
７
時

必
要
な
も
の　

▼
本
人
確
認
が
で
き
る
も
の
（
運

転
免
許
証
、
学
生
証
、
保
険
証
な
ど
）

彦根駅

自転車
駐車場

●

至 米原

N

至 大津

ケーズ
デンキ

追加する自転車等放置禁止区域

現在の自転車等放置禁止区域

●

▼
返
還
手
数
料
（
自
転
車
１
台
２
、５

７
０
円　

原
動
機
付
自
転
車
１
台　

３
、
８
０
０
円
）

問
い
合
わ
せ
先　

交
通
対
策
課

☎
30-

６
１
３
４
番
、
Ｆ
Ａ
Ｘ

24-

５
２
１
１
番

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
回
答
を

利
用
く
だ
さ
い　

平
成
28
年

経
済
セ
ン
サ
ス-

活
動
調
査

口市
企
画
課

こ
の
調
査
は
、
全
国
す
べ
て
の

事
業
所
・
企
業
を
対
象
に
、
売
上

高
や
経
理
項
目
を
把
握
す
る
調
査

で
す
。

事
業
所
な
ど
の
皆
さ
ん
は
、
６

月
７
日
㈫
ま
で
に
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ

ト
で
回
答
い
た
だ
く
か
、
紙
の
調

査
票
を
調
査
員
が
受
け
取
り
に
う

か
が
う
ま
で
に
ご
記
入
く
だ
さ
い
。

回
答
い
た
だ
い
た
内
容
は
、
適

正
に
管
理
し
、
統
計
法
に
定
め
ら

れ
て
い
る
利
用
目
的
以
外
で
使
用

す
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。

問
い
合
わ
せ
先　

企
画
課
☎

30-

６
１
０
１
番
、
Ｆ
Ａ
Ｘ
22-

１
３
９
８
番

福
祉
有
償
運
送
の
登
録
申
請

　　　　　　　　　　　　　　　　　
口市
障
害
福
祉
課　

　

Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
な
ど
が
、
営
利
を

目
的
と
し
な
い
範
囲
で
、
外
出
時

に
支
援
が
必
要
な
要
介
護
認
定
者

そ
の
他　

必
要
書
類
、
様
式
な
ど

詳
し
く
は
、
彦
根
市
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
を
確
認
し
て
く
だ
さ
い
。

書
類
提
出
・
問
い
合
わ
せ
先　

彦

根
市
福
祉
有
償
運
送
運
営
協
議

会
事
務
局
（

障
害
福
祉
課
内
）

☎
27-

９
９
８
１
番
、
Ｆ
Ａ
Ｘ

26-

１
７
６
７
番

自
動
車
の
不
正
改
造
は

犯
罪
で
す

　　　
近
畿
運
輸
局

６
月
は
「
不
正
改
造
車
を
排
除

す
る
運
動
」
強
化
月
間
で
す
。

自
動
車
の
改
造
を
実
施
す
る
こ

と
、
改
造
さ
れ
た
自
動
車
を
走
行

さ
せ
る
こ
と
は
、
い
ず
れ
も
法
律

で
禁
じ
ら
れ
て
い
ま
す
。
違
反
す

る
と
整
備
命
令
の
交
付
を
受
け
た

り
、
罰
金
な
ど
の
対
象
に
な
り
ま

す
。
不
正
改
造
車
を
見
か
け
た
ら

情
報
を
お
寄
せ
く
だ
さ
い
。

問
い
合
わ
せ
先　

近
畿
運
輸
局
滋

賀
運
輸
支
局
検
査
・
整
備
・
保

安
部
門
☎
０
７
７-

５
８
５-

７

２
５
２
番

や
身
体
障
害
者
な
ど
を
車
を
使
っ

て
、
有
償
で
移
送
す
る
こ
と
が
で

き
ま
す
。
こ
の
サ
ー
ビ
ス
（
福
祉

有
償
運
送
）を
提
供
す
る
場
合
に
は
、

道
路
運
送
法
に
基
づ
き
、
運
輸
支

局
へ
の
登
録
が
必
要
で
す
。

　

登
録
に
は
、
彦
根
市
福
祉
有
償

運
送
運
営
協
議
会
の
合
意
が
必
要

で
す
。
福
祉
有
償
運
送
の
サ
ー
ビ

ス
を
行
お
う
と
す
る
団
体
は
、
期

日
ま
で
に
必
要
書
類
を
提
出
し
て

く
だ
さ
い
。

提
出
期
限　

６
月
24
日
㈮　

午
後

５
時
15
分

※
今
回
の
申
請
分
は
、
７
月
下
旬

ま
た
は
８
月
上
旬
に
開
催
予
定

の
彦
根
市
福
祉
有
償
運
送
運
営

協
議
会
で
審
査
さ
れ
ま
す
。
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働
保
険
徴
収
室
☎
０
７
７-

５

２
２-

６
５
２
０
番
、彦
根
労
働

基
準
監
督
署
☎
22-

０
６
５
４

番
、
滋
賀
労
働
局
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ http://shiga-roudoukyoku.
jsite.m

hlw.go.jp/

銃
砲
刀
剣
類
の
登
録
審
査

　
□県
文
化
財
保
護
課

美
術
品
、
骨
董
品
と
し
て
の
火

縄
銃
な
ど
の
古
式
銃
や
刀
剣
類
は
、

銃
砲
刀
剣
類
所
持
等
取
締
法
に
よ

り
登
録
す
る
こ
と
が
義
務
づ
け
ら

れ
て
い
ま
す
。
登
録
さ
れ
て
い
な

い
銃
砲
・
刀
剣
類
は
、
他
人
へ
譲

渡
し
た
り
、
所
持
し
た
り
す
る
こ

と
が
で
き
ま
せ
ん
の
で
登
録
し
て

く
だ
さ
い
。

日
時　

６
月
９
日
㈭　

午
前
10
時

〜
午
後
３
時

場
所　

大
津
合
同
庁
舎
７
Ｂ
会
議

室
（
大
津
市
松
本
一
丁
目
）

持
ち
物

①
銃
砲
刀
剣
類
（
現
物
）

②
警
察
署
発
行
の
刀
剣
類
発
見
届

出
済
証

③
審
査
手
数
料
（
１
件
６
、
３
０
０

円
）、
ま
た
は
再
交
付
手
数
料

（
１
件
３
、
５
０
０
円
）

問
い
合
わ
せ
先　

教
育
委
員
会

文
化
財
保
護
課
☎
０
７
７-

５

２
８-

４
６
７
２
番
、
Ｆ
Ａ
Ｘ

０
７
７-

５
２
８-

４
９
５
６
番

木
造
住
宅
な
ど
の
耐
震
化

を
支
援
し
て
い
ま
す

口市
建
築
指
導
課

木
造
住
宅
無
料
耐
震
診
断

住
ま
い
の
住
宅
の
耐
震
性
を
耐

震
診
断
員
が
無
料
で
診
断
し
ま
す
。

ま
た
、
診
断
の
結
果
、
倒
壊
の
可

能
性
が
高
い
と
さ
れ
た
場
合
、
耐

震
改
修
を
行
う
際
の
補
強
案
の
作

成
お
よ
び
概
算
費
用
の
算
出
を
行

い
ま
す
。

対
象　

昭
和
56
年
５
月
31
日
以
前

に
建
て
ら
れ
た
木
造
住
宅

募
集
棟
数　

30
棟
（
先
着
順
。
現
在

受
付
中
）

申
込
方
法　

建
築
指
導
課
に
あ

る
耐
震
診
断
実
施
申
込
書
に
必

要
事
項
を
書
い
て
、
建
築
年
月

日
が
わ
か
る
書
類
（
確
認
申
請
書

副
本
、
固
定
資
産
税
課
税
明
細
書
の

写
し
な
ど
）を
添
え
て
窓
口
に
提

出
し
て
く
だ
さ
い
。
な
お
、
申

込
書
は
、
彦
根
市
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
す
る
こ

と
も
で
き
ま
す
。

既
存
住
宅
耐
震
改
修
工
事
の
補
助

　

建
物
の
耐
震
改
修
工
事
を
行
う

と
き
に
、
そ
の
費
用
の
一
部
を
補

助
し
ま
す
。

対
象　

昭
和
56
年
５
月
31
日
以
前

に
建
て
ら
れ
た
住
宅
で
、
耐
震

診
断
を
受
け
た
結
果
、
倒
壊
す

る
可
能
性
が
高
い
と
診
断
さ
れ

▶︎
出
所　

国
土
交
通
省
資
料

　
「
目
で
見
る
ア
ス
ベ
ス
ト
建
材
レ
ベ
ル
１
」

た
場
合

　
　

ま
た
、
建
物
全
体
を
耐
震
改

修
す
る
以
外
に
、
次
の
場
合
も

対
象
に
な
り
ま
す
。

▼
１
階
部
分
の
み
耐
震
補
強
工

事
を
す
る
場
合

▼
１
階
に
、
建
物
が
倒
壊
し
て

も
一
時
的
に
安
全
が
確
保
で

き
る
耐
震
シ
ェ
ル
タ
ー
や
耐

震
ベ
ッ
ド
な
ど
を
設
置
す
る

場
合

　

条
件
な
ど
詳
し
く
は
、
お
問
い

合
わ
せ
い
た
だ
く
か
、
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

提
出
・
問
い
合
わ
せ
先　

建

築
指
導
課
☎
30-

６
１
２
５
番
、

Ｆ
Ａ
Ｘ
24-

８
５
１
７
番

吹
付
け
ア
ス
ベ
ス
ト
の
調
査

費
用
を
補
助
し
て
い
ま
す

　　　
口市
建
築
指
導
課

建
築
物
の
柱
や
天
井
に
左
の
写

真
の
よ
う
な
吹
付
け
材
が
使
わ
れ

て
い
る
場
合
に
、
ア
ス
ベ
ス
ト
を

含
ん
で
い
る
か
ど
う
か
を
調
査
す

る
費
用
を
補
助
し
て
い
ま
す
。

左
の
写
真
の
よ
う
な
事
例
が
あ

り
ま
し
た
ら
、
お
問
い
合
わ
せ
く

だ
さ
い
。

問
い
合
わ
せ
先　

建
築
指
導
課

☎
30-

６
１
２
５
番
、
Ｆ
Ａ
Ｘ

24-

８
５
１
７
番

労
働
保
険
の
年
度
更
新

手
続
き
は
７
月
11
日
㈪
ま
で

　　　

滋
賀
労
働
局

　

労
働
保
険
（
労
災
保
険
・
雇
用
保

険
）
の
年
度
更
新
手
続
き
は
、
平

成
27
年
度
の
確
定
保
険
料
と
平
成

28
年
度
の
概
算
保
険
料
・
一
般
拠

出
金
（
石
綿
健
康
被
害
救
済
法
）
を
、

自
主
的
に
申
告
・
納
付
し
て
い
た

だ
く
重
要
な
手
続
き
で
す
。

　

最
寄
り
の
金
融
機
関
、
労
働
基

準
監
督
署
、公
共
職
業
安
定
所
、社

会
保
険
・
労
働
保
険
徴
収
事
務
セ

ン
タ
ー
（
年
金
事
務
所
内
）
ま
た
は

滋
賀
労
働
局
労
働
保
険
徴
収
室
で

早
め
に
済
ま
せ
て
く
だ
さ
い
。

※
公
共
職
業
安
定
所
、社
会
保
険
・

労
働
保
険
徴
収
事
務
セ
ン
タ
ー

で
は
、
労
働
保
険
料
な
ど
の
納

付
は
で
き
ま
せ
ん
。
口
座
振
替

の
事
業
所
は
、
申
告
書
を
金
融

機
関
に
提
出
す
る
こ
と
が
で
き

ま
せ
ん
の
で
、
滋
賀
労
働
局
労

働
保
険
徴
収
室
に
郵
送
し
て
く

だ
さ
い
。

※
県
内
各
地
で
年
度
更
新
申
告
書

の
受
付
、
相
談
会
を
開
催
し
ま

す
。
日
程
な
ど
は
お
問
い
合
わ

せ
く
だ
さ
い
。

※
労
災
保
険
料
率
・
雇
用
保
険
料

率
、
更
新
申
告
書
受
付
・
相
談

会
の
日
程
は
、
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

で
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

問
い
合
わ
せ
先　

滋
賀
労
働
局
労


